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1. 事業概要 

1.1 背景と目的 

発電時の CO２発生低減への社会からの強い要請や FIT 制度の開始以来、我が国では太陽

光、風力をはじめとする再生可能エネルギーによる発電が増加の一途をたどっている。一方、

旧来からある発電手法のうち、水力発電については、太陽光発電や風力発電と異なり安定的

に電力の供給が可能な再生可能エネルギーであり、調整力としての役割が期待されている

ところである。ただ、比較的規模が大きな出力の発電所を保有するものの設備更新に対する

資金が潤沢でない公営の水力発電設備においては、設備の経年化及び技術的ノウハウを持

つ職員の定年退職等による保守管理体制の弱体化が懸念されているところであり、今後、設

備の適切な保守管理を続けていくためには、センサーやそれによって得られるデータの活

用等を通じた先進的な手法の導入が求められている。 

「令和元年度新エネルギー等の保安規制高度化事業委託調査（水力発電設備における保

安高度化推進事業）」においては、それまでに調査結果を基に、設備の規模、出力、点検の

手法等に応じた巡視の頻度・項目など点検の在り方の見直しを行うとともに、ICT、IoT を

活用した先進的な手法を導入する水力発電設備に対する保守管理に関する要件の検証や導

入プロセスの検討等を実施し、これらの導入を促進するためのガイドラインの要件の整理

を行った。 

本事業では、本年度別途補助事業として行われるスマート保安技術実証事業に採択され

た発電事業者の実証内容を調査するとともに、有識者による意見も踏まえながら、水力発電

事業者が ICT 等を活用したスマート保安を導入する際に参考となるガイドラインを作成し

た。 

1.2 事業内容 

(1) 令和２年度スマート保安技術実証事業費補助金（産業保安高度化推進事業）の発電事業

者への実証事業内容の調査 

1) ガイドラインへのニーズ調査 

本事業で作成するガイドラインは、水力発電設備における保安管理業務のスマート化に

係るノウハウを水力発電事業者間で共有・水平展開することを目的としている。このような

目的を踏まえたガイドラインの作成資するため、スマート保安の導入状況や導入における

課題認識、ガイドラインに対するニーズを公営水力発電事業者へのアンケート調査によっ

て把握した。 

2) 実証事業内容の調査 

「令和２年度補正産業保安高度化推進事業費補助金事業」の実証事業では、水力発電所を

対象とした IoT 機器・データ利活用による保安業務現場作業における省人・遠隔化技術の開

発・実証が進められている。ガイドラインでは、今後スマート保安を導入しようとする事業
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者が参照する先行事例として、同実証事業での取り組みを取り上げる。このため、同実証事

業に採択された発電事業者に対し、（２）で策定するガイドラインのための情報収集、分析

等を実施した。 

(2) 水力発電設備のスマート保安に関するガイドラインの策定 

1) 水力発電設備における保安管理業務のスマート化技術導入ガイドライン検討会の開催 

「水力発電設備における保安管理業務のスマート化技術導入ガイドライン検討会」（以下、

検討会という）を 2 回開催し、事務局として調整・取りまとめを行った。具体的には、検討

会委員の選定、出席者の日程調整、ガイドライン概要資料の作成、議事録の作成、ガイドラ

インに対する委員からの意見の取りまとめ等を行った。 

2) ガイドラインの作成 

（１）において実施したアンケート調査や実証事業調査の結果、（２）の検討会での議論

や委員からのご意見を踏まえ、「水力発電設備における保安管理業務のスマート化技術導入

ガイドライン 第一版 －導入フェーズ－」を作成した。 
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• 作業員の危険防止のため、送電線鉄塔等の高所設備を点検する 

• ドローンによる映像データと点検データ等を地理情報システム

（GIS）ソフトと連携する 

• 災害時における、設備点検や危険個所へのアプローチ手段のため 

• 水中ドローンにより点検作業を効率化 

タブレット • 巡視点検の作業効率化、作業負荷軽減のため 

• 巡視点検における現地映像データ、異常状態のリアルタイム共有、情

報交換の迅速化のため 

ウェアラブル

カメラ 

• トラブルの早期復旧のため 

• 点検作業の効率化のため 

• 若手職員の技能向上のため 

通信・データ処

理 シ ス テ ム

（IoT 含む） 

• 計測機器の設置及び計測データの取得により、設備状態を分析するこ

とで、保守管理を効率化・省力化する 

• 遠隔地からのモニタリングにより、保守管理業務を効率化・省力化す

る 

• 各種計測データを常時収集し、機器異常の早期発見、計画外停止削減、

ならびに故障発生時対応を強化する 

• 発電所内の無線環境整備により、制御所等とリアルタイムで情報共有

する 

その他 • 発電効率の維持・向上に向けた新技術の導入が必要である 

• メンテナンスレベルを維持・向上するための新技術の導入が必要であ

る（例：4 足歩行ロボットによる巡視） 

• 現場作業時における遠隔サポートのための技術（例：スマートグラス）

が必要である 

• 現場作業記録を現場入力でデジタルデータ化し、管理の効率化が必要

である 

• 新技術の導入にあたり費用対効果を踏まえた検討が必要である 

• AI を活用した危機状態等の分析が必要である 

• 過去のトラブル対応事例をデータベース化し閲覧することで、設備ト

ラブル時の対応を迅速化・効率化することが必要である 

(3) スマート化技術導入を検討しない（できない）理由（アンケート Q3に対する回答） 

・ 導入による効果や費用対効果が不明確であり、導入検討に踏み切れない。 

・ すでに導入済みのスマート化技術による遠隔監視及び定期巡視点検により、当面の保全

管理を行っていく。 
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(4) スマート化技術導入プロセスにおける課題（アンケート Q4に対する回答） 

①計画立案 • 導入による費用対効果を定量的に示すことができない、また今後のコ

ストパフォーマンスについて効果が見通せない 

• 先行事例を参考にしたいが、新技術や導入例は情報収集が難しい 

• スマート化技術の知識不足、またスマート化に精通した職員が不足し

ている 

• 通信インフラ整備が必要である 

• 組織の将来的な事業展開・組織体制の方針が不透明である 

②経営層への

提案 

• 費用対効果を定量的に示すことができず、客観的な評価・実証が難し

い 

• 導入による削減効果や今後のコストパフォーマンスについて効果が見

通せない 

• 機器システムが特定の会社に限定されてしまう 

• 他公営での導入実績が少ない 

③予算確保 • 導入効果を示すことが難しい 

• （予算を検討する際に）他社実績から検討する以外の方法がない 

• 経営状態が厳しいため、予算確保が難しい 

④ベンダー折

衝 

• 相談すべきベンダーが分からない、または有望な検討委託依頼先が不

明である 

• スマート化に向けた構想に対応でき、スマート化技術を扱えるベンダ

ーが入札参加資格を有していない 

• ベンダーの言い値価格になっている 

⑤調達管理 • システムがメーカー固有技術になり、入札に適さない（無競争の調達

先） 

⑥実装・設置 • 新技術の導入による費用対効果の評価が困難であり、想定した効果を

満足できるか不明である。 

• 地形等の環境条件及び地権者、管理者との交渉などが課題となる 

• 導入した技術の信頼性が懸念される 

⑦人材確保 • 通常業務を行いながらの実証実験等が困難である 

• 人材育成に対応可能な研修機関が不明である 

• スマート化に精通した人材が不足している、また人事異動のため人材

が安定しない 

• デジタル人材確保の代わりに、維持管理職員の削減につながる懸念が

ある 

• ドローン等の高い操作技術を要する場合、計画的な人材育成が必要と

なる 
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(5) スマート化技術導入プロセスにおけるその他の課題（アンケート Q5に対する回答） 

・ スマート化技術の導入可否、及び既設ネットワークシステムとの接続に関する検討プロ

セス 

・ スマート化技術の維持管理、耐用年数、設備更新等に係る将来コストに関する検討プロ

セス 

・ 情報セキュリティシステムの構築と管理に関する検討プロセス 

・ 人材育成の計画に関する検討プロセス 

・ 各技術の導入に係る法的・制度的規制について 

(6) ネットワーク基盤に関する障壁・課題（アンケート Q6に対する回答） 

・ ネットワーク環境 

➢ 立地地域等の関係（山間部等）からネットワーク基盤が整備されていない、または

整備にコストがかかる。 

➢ 回線事業者のサービスエリア内であっても、回線速度に差がある、 または光回線

サービスが提供されていない。 

➢ 既存の通信回線が細いため、監視項目が増やせない。 

➢ 高速・大容量通信を実現するためには、自営線での通信回線を活用する必要がある。

また LGWAN 系と外部系で分離されているため、データ連携が難しい 

➢ 土砂崩れなどにより通信線が被災しやすい。 

・ セキュリティー 

➢ セキュリティーの不安から、クラウドやインターネット等を利用した技術の使用

には懸念がある。 

➢ 一般ネットワークから隔離されたシステムのためのセキュリティソフトの利用が

難しい。 

➢ サイバーセキュリティ・ネットワーク管理の技能習得が難しい。 

・ コスト 

➢ 新技術遠隔監視システムを追加構築した場合、既存システムの改修費用は莫大と

なり、整備費用の確保が困難となる。 

➢ 広域的な連携をしていくにあたっても、メーカー毎の連携が上手く取れない部分

が多いため、費用が高くなる 

・ その他 

➢ 検出器の誤動作や故障を細かく拾いすぎて、装置異常が継続する場合がある。 

(7) デジタル人材確保に関する障壁・課題（アンケート Q7に対する回答） 

・ 新技術の変化が速く、人材を安定的に確保できない。また採用制度が対応していない。 

・ 内部でデジタル人材を確保する余裕がない、または職員のスキルアップでどの程度まで

対応できるかが不透明。 

・ デジタル人材を育成する研修制度等の仕組みがない、またデジタル人材を育成する機

関・団体の情報は一般的な情報源（新聞、インターネット等）でしか入手できない。 

・ どの分野に精通した研修を取り入れるべきか分からない。 
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・ 研修（時間）と予算の確保に課題がある。 

・ 兼務併任等によりスピード感のある計画実行が難しい。 

・ 業務関連知識を兼ね備えたデジタル人材の確保が見込めない、またデジタル技術に特化

したプロフェッショナル人材を一定の職場に配置するのが難しい。 

(8) 予算確保に関する障壁・課題（アンケート Q8に対する回答） 

・ 導入効果や費用対効果について説明が困難である。 

・ 導入のための施工計画が単年度で完了する内容とならない（補助制度が利用しにくい）。 

・ 恒常的に発生する装置の維持費、デジタル機器の更新費用が嵩む（耐用年数が短いため）。 

・ 交渉対応、補修等がメーカー主導のため、費用が言い値で不明確となる 

(9) その他、スマート化技術導入に関する制約（アンケート Q9に対する回答） 

・ 設備更新のため長期間発電停止すると売電収入が得られないため、施工時期・方法の検

討が必要である。 

・ 導入による発電停止は避けなければならず、安全側の視点に立った慎重な検討が必要と

なる。 

・ 業務効率化による人員削減の懸念や、導入後の体制に関する説明性が難しい。 

・ 技術導入にあたっての経営層への説明が難しい。 

・ ネットワーク基盤等に係る情報セキュリティーの確保が不明である。 

・ 装置やソフトウェア等の仕様が統一されておらず、業者が限定される（高価になる）状

況がある。 

・ 機器及び設備のメンテナンスに係るコストが発生する。 

・ 地形等の環境条件による立地特性を考慮する必要がある。 

・ 人間ならば現場で感じ取れる微妙な変化（温湿度・臭気・小さな音など）の検知がスマ

ート化技術では困難な場合がある。 

・ 故障診断等の分析結果に対する判断は、人間が検証を行う必要があり、二度手間となる。 

・ 人手不足のため、スマート化技術導入に係る詳細な調査や検討等に多くの時間を費やす

ことが困難。 

(10) スマート化技術導入ガイドラインに整理されていることが望ましい項目（アンケート

Q10に対する回答） 

・ スマート化技術の類型毎に、具体的な活用事例（特にメリット・デメリット、イニシャ

ルコスト、ランニングコスト、費用対効果、機器更新年数、必要となるスキル）を整理

してほしい。 

・ スマート化技術の評価方法や見直し（発電設備の規模別・種類別・運用リスク別等に区

分）について知りたい。 

・ セキュリティー対策の在り方や統一的な点検基準を知りたい。 

・ スマート化技術に係るシステム互換性や、信号変換の共通化に関する情報整理が欲しい。 

・ スマート化技術導入に向けた外部委託先（デジタル人材を育成する研修機関、スマート

化技術の導入に関するコンサルティング業者、スマート化技術を取り扱い可能な民間事
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業者）の紹介が欲しい。 

・ 補助事業等の導入に向けたサポートの情報が欲しい。 

・ スマート化技術の類型毎に、水力発電設備の保守における具体的な活用方法が知りたい。 

(11) スマート化技術導入ガイドラインに含まれるチェックリストに対する要望（アンケー

ト Q11に対する回答） 

・ スマート化の導入を検討・計画するためのツールとして、セルフチェックリストになる

ことが必要である。 

・ スマート化技術の適用評価を、発電設備の規模別・種類別・運用リスク別・目的別に区

分して使えることが必要である。 

・ 導入後の管理体制についてチェックできる項目が必要である。 

・ スマート化前後の費用を比較できる項目が必要である。 

・ チェック結果から導入候補となる技術を例示する必要がある。 

(12) スマート化技術導入ガイドラインへの期待・ご要望（アンケート Q12 に対する回答） 

・ 基本的な考えや方針だけでなく、モデル発電所や具体的な事例紹介を増やし、導入によ

る費用対効果やメリット・デメリットを定量的に示すことで、導入検討における拠り所

としたい。 

・ 各種システム開発業者の主要技術や、新規技術の紹介、簡易的なスマート化から効果の

高いスマート化など、幅広い技術の取り扱いをしてほしい。 

・ チェックリストの活用方法についても、例を付け加えて分かりやすくしてほしい。 

・ 水力発電所への導入提案や、技術アドバイザー制度があると良い。 

・ 自治体の規模の違いや、都市部・地方との違い（5G 対応エリア等）を考慮してほしい。 

・ 将来のスマート化技術導入を見据えた人材育成を考える必要がある。 

・ 現場での使用形態、用途、改修・更新方法といった実運用を想定した整理が必要である。 

・ 各技術の導入に係る法的・制度的規制や適用される規格等の記載 

・ 技術導入に活用できる補助金等の一覧の記載 

・ どうすれば保安管理レベルを維持できるかを示すことが必要である。（第３章第２節 2） 

・ そもそもスマート化が進めば、巡視の概念自体が変わると思われる。 

・ 現状が望ましいと判断される場合、ガイドラインに縛られるものではないことの明確化 

(13) 補助事業紹介（事例紹介）に関しガイドラインに整理してほしい項目（アンケート Q13

に対する回答） 

・ 先進技術導入事例の紹介 

➢ ICT/IoT や AI の導入事例 

➢ 先進各国、電力事業者、ならびに公営企業・民間企業等での様々な技術導入事例の

紹介（水力発電事業に限らない）や、設備導入を進める際のトラブルやその解決策

について可能な範囲での紹介 

➢ 設備導入を進める際のトラブルやその解決策（実証事業を含めて） 

➢ 導入機器（メーカー、型式、価格等）、制御システム、通信回線に関する情報 
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➢ 現場の用途・ニーズに応じて推奨する技術 

・ 導入にかかるコスト、効果（費用対効果） 

➢ 導入により効率化された事例 

➢ 導入費用及びランニングコスト 

➢ 小規模水力発電所でも費用対効果が見込める事例 

・ セキュリティー対策 

・ 調達 

➢ 設備の仕様共通化、仕様統一による低価格化の可能性 

➢ 確保できる調達先の多様化の可能性 

➢ 調達管理、実装（工事又は委託の発注）の具体的な方法 

・ 管理スキルと人材維持方法 

・ その他 

➢ 補助事業の活用プロセス 

(14) その他自由記述 

・ 保守管理業務にあたる職員の技能向上、及び技術継承のためにも、スマート化技術を活

用できると考えられる。 

・ 長年の管理実績や操作員・作業員の経験などから判断していた部分を、どのように AI

に任せていくかは課題である。発電所の現場感覚が薄れないよう、バランスを保ちなが

ら導入する必要がある 

・ 個別の施設に併せたカスタマイズ・チューニングには時間を要すると考えられる。 

・ 事後的なシステム構築ではなく、最初から設備にスマート化技術が組み込まれた事例を

知りたい。 

・ 規模の大きな事業者やメーカーのノウハウや多くの実証実験を行った結果をオープン

にしてほしい。 

・ 将来的な発展のため、各技術の統一化・標準化が必要であり、それにより導入費用の低

減も期待される。 

・ ビッグデータの蓄積、AI 分析等の活用を目指すためには、それに係るデジタルデータ管

理の標準化及びその導入支援（補助金等）が必要と思われる。 

・ ガイドラインに示された課題が限定的でアプローチが薄いと思われる。 

・ スマート化で一番の課題は動機づけである。10 年、20 年先の電気事業のあるべき姿は

どうなのか、何を目指すべきなのかをガイドラインで示し、動機づけとして活用できる

ものとしたい。 

2.2 実証事業内容の調査 

2.2.1 実証事業内容調査の概要 

スマート化の先行事例としてガイドラインに掲載するため、「令和２年度補正産業保安高

度化推進事業費補助金事業」の「類型 C（発電所遠隔制御）（火力・水力・太陽光発電所等

を対象とした IoT 機器・データ利活用による保安業務現場作業における省人・遠隔化技術の
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開発・実証）」に参加している４者における 5 つの取り組み事例を調査した。 

 

事例１：水力発電所遠隔モニタリング実証事業（長野県） 

事例２：遠隔監視・指示・操作を用いた水力発電施設保安実証事業（山梨県） 

事例３：ネットワークカメラによる発電所等の監視強化実証事業／ 

   特定小電力無線通信による曽見川雨量データ伝送実証事業（宮崎県） 

事例４：水力発電 IoT・ICT 技術適用に関する研究開発（概念実証）事業（中国電力） 

 

調査項目は、2.1 で得られた水力発電事業者の課題認識やガイドラインへのニーズを踏ま

えて、以下の通りに設定した。なお、当初は調査票を用いての調査を想定していたが、より

詳細な情報を得るため、ヒアリングによる調査を実施した。 

 

＜実証事業内容の調査項目＞ 

 実証事業の概要 

 期待される効果 

 費用対効果・予算措置 

 人材確保・育成・技術継承 

 ベンダーとの折衝 

 ネットワーク基盤・セキュリティー対策 

2.2.2 実証事業内容調査の結果 

ヒアリング調査により、アンケートで重要課題として認識されていた費用対効果の定量

化については、実証事業の計画立案時等の初期段階で詳細に定量的試算を行っている事例

は無く、定性的な効果に基づいてスマート保安の導入に着手しているとの結果が得られた。

また、今後、確実に人員が減少することが分かっている環境に置かれた事業者については、

スマート化技術の導入が事業自体の存続のために必要という経営判断がなされており、必

ずしも定量的な費用対効果だけにとらわれずスマート保安の導入を決定するケースもあり

得ることが分かった。なお、いずれの実証事業でも、導入を終えた次年度以降に、費用対効

果の検証を行うという状況であった。 

実証事業内容の調査結果は、別添資料の「水力発電設備における保安管理業務のスマー

ト化技術導入ガイドライン 第一版 －導入フェーズ－」の第４章として整理した。 

  



 

 12 

3. 水力発電設備のスマート保安に関するガイドラインの策定 

3.1 水力発電設備における保安管理業務のスマート化技術導入ガイドライン検討会の開催 

「水力発電設備における保安管理業務のスマート化技術導入ガイドライン検討会」（以

下、検討会という）を2回開催し、事務局として調整・取りまとめを行った。2.1や2.2の調

査結果の報告、ガイドライン案の提示、出席者の日程調整、議事録の作成等、運営を行っ

た。 

検討会の委員は、専門性を踏まえ、経済産業省電力安全課殿と協議の上、以下のメンバ

ーを選定した。 

 

＜委員＞（敬称略） 

青山 和浩 東京大学工学系研究科人工物工学研究センター 教授 

浅川 晴俊 公営電気事業経営者会議 事務局長 

黒本 欣弘 電気事業連合会 工務部 副部長 

澤田 賢治 電気通信大学 i-パワードエネルギー・システム研究センター 准教授 

平井 和行 株式会社 明電舎 社会インフラ事業企画本部 ソリューション企画部 

(1) 第 1回検討会の実施概要 

第1回検討会では、主に以下の内容を共有・議論・検討した。 

・ 事務局から、本事業及び本事業で作成するガイドラインの目的、アンケート調査結

果、ガイドライン素案を共有し、アンケート調査結果（ガイドラインに対するニー

ズ）を踏まえ、ガイドライン作成の方針やガイドラインの構成・内容について様々な

ご意見を頂いた。 

・ ガイドラインの全体方針としては、スマート化技術の導入を促進することを目指し、

ガイドラインとしての要求事項のレベルを高く設定し過ぎないことが望ましいとの意

見があった。 

・ ガイドラインの内容については、事業者にとって課題となっているスマート化技術導

入に係る費用対効果の見える化について、定量的な効果を示すことが困難な場合であ

っても、定性的な効果（保安以外のプラス面等も含む）について示すことの重要性が

議論された。また、スマート保安官民協議会1での課題認識やスマート化に向けた道

筋・将来像との整合を図ることの重要性が指摘された。 

  

 
1 https://www meti.go.jp/shingikai/safety_security/smart_hoan/denryoku_anzen/index.html 
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4. まとめ 

本事業では、公営水力発電事業者へのアンケート調査や実証事業内容の調査、有識者によ

る検討会での議論を通じて、水力発電事業者が ICT 等を活用したスマート保安を導入する

際に参考となる「水力発電設備における保安管理業務のスマート化技術導入ガイドライン 

第一版 －導入フェーズ－」を作成した。 

アンケート調査では、公営水力発電事業者 25者におけるスマート保安の導入状況や導入

における課題認識、ガイドラインに対するニーズを調査した。調査結果からは、スマート保

安の導入プロセスのうち、計画立案・経営層への提案における費用対効果の定量化やスマー

ト保安の導入を進める人材の育成が、特に重要な課題として認識されていることが分かっ

た。 

今後スマート保安を導入する事業者が参照する先行事例として、「令和２年度補正産業保

安高度化推進事業費補助金事業」の実証事業での取り組みをガイドラインの中で取り上げ

るため、同実証事業に採択された発電事業者に対し、スマート保安の導入プロセスにおける

課題や課題の解決方法等をヒアリング調査した。ここで、アンケートで重要課題として認識

されていた費用対効果の定量化については、実証事業の計画立案時等の初期段階で詳細に

定量的な試算を行っている事例はなく、定性的な効果に基づいてスマート保安の導入に着

手しているとの調査結果が得られた。また、今後、確実に人員が減少することが分かってい

る環境に置かれた事業者については、スマート化技術の導入が事業自体の存続のために必

要という経営判断がなされており、必ずしも定量的な費用対効果だけにとらわれずスマー

ト保安の導入を決定するケースもあり得ることが分かった。 

水力発電設備における保安管理業務のスマート化技術導入ガイドライン検討会では、ア

ンケート調査結果や実証事業内容の調査結果も踏まえ、事務局が作成したガイドライン案

について、様々な議論が行われた。事業者にとって重要な課題として認識されている費用対

効果の取り扱いについては、定量的な効果だけにとらわれることなく、定性的な効果（保安

以外のプラス面等も含む）についても着目することの重要性が議論された。また、スマート

化技術導入に必要な人材の育成方法としては、実証事業での取り組みについて共有する勉

強会、ベンダーによる講習会、E-learning 等を活用することが意見として挙げられた。 

以上の調査結果や検討会での議論を踏まえ、「水力発電設備における保安管理業務のスマ

ート化技術導入ガイドライン 第一版 －導入フェーズ－」を作成した。水力発電所を対象

としたスマート保安の取り組みは、スマート保安官民協議会においてターゲットイヤーと

して定められた 2025 年に向けて今後一層加速することが期待される。このような状況に合

わせ、本ガイドラインについても、今後、スマート化技術導入の先行事例としてより多くの

事業者による取り組みを紹介していくとともに、実証事業を通じた費用対効果の検証方法・

結果、スマート化を推進する人材の育成、既存技術の継承等について、より具体化していく

ことが望ましい。また、運用フェーズへの拡張により、事業者におけるスマート化保安導入

に係る取り組みを包括的に支援することが期待される。 
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